
 

「RE100 technical criteria」の概要 

 

「RE100 technical criteria（※）」において、再生可能エネルギー源と認められている

のは、以下のものである。 

１．バイオマス（バイオガスを含む） 

２．地熱 

３．太陽光 

４．水力 

５．風力 

また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められて

いる。記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達

方法として認められている。なお、調達する再生可能エネルギー電気（電力証書を含

む。）に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張

できることが必要となる。そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移

転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。 

 

表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法 

自家発電（Self-generated electricity） 

１．企業が保有する発電設備による発電 

購入電力（Purchased electricity） 

２．企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入 

３．企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入 

４．企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入 

５．供給者（電気事業者）との契約（グリーン電力メニュー） 

６．環境価値を切り離した電力証書の購入 

７．その他の方法 

注：「その他の方法」では RE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運

営委員会が適正を判断する 

資料：RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成 

 

※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf 
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